
 

令和７年 10 月 21 日 

著作権法に基づき、指定補償金管理機関を指定し、登録確認機関を登録しました 

 
令和５年の著作権法の一部改正による改正後の著作権法では、民間機関である「指定補

償金管理機関」及び「登録確認機関」が未管理著作物裁定制度の事務の一部を担うことが

できるとされています。 

このたび、指定補償金管理機関について、令和７年９月19日～10月10日の間、指定の申

請を受け付けたところ、１者（公益社団法人著作権情報センター）から申請がありました。 

また、登録確認機関についても、令和７年９月19日から登録の申請を受け付けたところ、

同センターから申請がありました。 

両申請について審査を行った結果、要件を満たしていると認められましたので、本日付

で同センターを指定補償金管理機関として指定するとともに、登録確認機関として登録し

ました。 

 

（１）指定・登録を受けた者の名称 

  公益社団法人著作権情報センター（https://www.cric.or.jp/index.html） 

 

（２）代表者の氏名 

  中戸川 直史 

 

（３）主たる事務所の所在地 

  東京都中野区本町１丁目32番２号ハーモニータワー22階 

 

【参考】指定補償金管理機関・登録確認機関について 

〇指定補償金管理機関…文化庁長官の指定を受け、権利者不明等の場合の裁定制度及

び未管理著作物裁定制度の補償金の収受・支払等を担う機関 

〇登録確認機関…文化庁長官の登録を受け、未管理著作物裁定制度の申請の受付・要

件確認・使用料相当額の算出を担う機関 

（お問合せ） 

 担 当：文化庁著作権課著作物流通推進室振興係 

 電 話：03-5253-4111（内線 2983） 

 E メール：chosakusuisin@mext.go.jp 

文化庁長官は、公益社団法人著作権情報センターを、著作権法第 104条の 18に基づ

く指定補償金管理機関として指定するとともに、同法第 104条の 33第１項に基づく登

録確認機関として登録しました。 

https://www.cric.or.jp/index.html

